
 

都区協議会における区長会会長発言要旨（令和６年１月２９日） 

今年度の都区財政調整協議は、物価高騰による経済への影響など、都区を取

り巻く財政環境の先行きを見通すことが難しい状況下での協議となった。 

都区財政調整協議上の大きな課題である、区立児童相談所の設置に伴う配分

割合の見直しについては、現在、精力的に議論を行っている、区立児童相談所

の事務の財調上の位置付けに関する都区のプロジェクトチームでの検討結果を

踏まえたうえで、協議を行うこととなっている。 

この課題以外に、都区の合意事項である配分割合の変更事由は生じないと判

断をして、現行の配分割合である５５.１％のもとでの対策を講ずるべく、協議

に臨んだ。 

協議の結果、物価高騰対策など、区側提案の多くが反映できることとなった。

これは、都区双方の努力の成果だと考えている。 

一方、協議の中で引き続き解決が図られない課題がある。 

特別交付金の割合の引下げ、都市計画交付金の改善については、見解の相違

があり、引き続きの議論を行うこととなった。 

これらの課題については、これまでも議論が続いているが、制度の相互理解

と協力関係が深まるよう、議論をしていきたいと考える。 

他方、都と区が連携して取り組むべき課題も山積していることから、宿題は

宿題として、未来志向の意見交換ができるよう東京都と区長会は、より緊密な

コミュニケーションを取れるようお互いに心掛けて参りたいと考える。今なお

続く、物価高騰の長期化への対応や安全・安心なまちづくり、また少子・高齢

化対策など、取り組むべき喫緊の課題が山積している。 

今後とも、都と特別区がこれまで以上に連携を深め、この難局を乗り越えて

いかなければならないと考えている。 

都区が真摯に協議を重ねながら、諸課題の解決に当たっていくことを期待し

て、協議案を了承する。 


